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築
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同
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○
都
営
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住
宅
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再
開
発
住
宅
の
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用
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の
変
更
…
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○
平
成
十
七
年
東
京
都
告
示
第
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百
六
十
四
号
（
東
京
都
エ
ネ
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ギ
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環
境
計
画
指
針
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の
一
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路
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よ
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路
の
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用
を
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す
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域
の
指
定
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建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…
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○
都
立
公
園
の
位
置
、
区
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及
び
面
積
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）…
��

公

告

○
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発
行
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に
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す
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…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
多
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建
築
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導
事
務
所
開
発
指
導
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課
・
開
発
指
導
第
二
課
）…
�	

○
東
京
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員
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あ
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ん
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等
…
…
…
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会
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規

則

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
五
十
七
号

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
百
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
改
正
規
定
中
「
を
、
「
省
令
」
を
「
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
」
の
下
に

「
を
、
「
命
令
」
と
は
食
品
衛
生
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す

る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
等
を
定
め
る
命
令
（
令
和
元
年
内
閣
府
・
厚
生
労
働
省
令
第
十
一
号
）
」
を
加

え
、
「
を
、
「
省
令
」
に
改
め
る
。

第
五
章
を
削
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
章

食
品
、
添
加
物
、
器
具
又
は
容
器
包
装
の
回
収
の
届
出

第
二
十
三
条

命
令
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
第
十
四
号
様
式
に
よ
る
。

附
則
の
改
正
規
定
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
、
「
六
条
ず
つ
」
を
「
五
条
ず
つ
」

に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
中

「

」
を
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「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
の
改
正
規
定
中
「□

戸
籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
□
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の

写
し

」
を
加
え
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
に
二
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
二
様
式
」
を
「
三
様
式
」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
、
別
記
第
十
三
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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附
則
第
三
項
を
附
則
第
四
項
と
し
、
附
則
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
現
に
許
可
を
受
け
て
営
業

を
行
っ
て
い
る
者
に
係
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
別
記
第
五
号
様
式
及

び
第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

食
品
表
示
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
五
十
八
号

食
品
表
示
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

食
品
表
示
法
施
行
細
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
中
「
別
記
様
式
」
を
「
別
記
第
一
号
様
式
」
に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
食
品
の
回
収
の
届
出
）

第
三
条

食
品
表
示
法
第
六
条
第
八
項
に
規
定
す
る
ア
レ
ル
ゲ
ン
、
消
費
期
限
、
食
品
を
安
全
に
摂
取

す
る
た
め
に
加
熱
を
要
す
る
か
ど
う
か
の
別
そ
の
他
の
食
品
を
摂
取
す
る
際
の
安
全
性
に
重
要
な
影

響
を
及
ぼ
す
事
項
等
を
定
め
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
令
第
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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別
記
様
式
()表
中

「

」
を

「

」
に
改
め
、

「印

」
を
削
り
、
同
様
式
()裏
中
「二

」
を
「二

・
三

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
一
号
様
式
と
し
、

同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
表
示
法
施
行
細
則
別
記
様
式
に
よ
る

用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
八
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京

都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
三
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

練
馬
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
百
三
十
五
号
線
及
び
幹
線
街
路

補
助
線
街
路
第
百
五
十
六
号
線

三

事
業
施
行
期
間

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

練
馬
区
東
大
泉
一
丁
目
、
東
大
泉
三
丁

目
及
び
東
大
泉
四
丁
目
各
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

大
田
区
羽
田
空
港
二
丁
目
の
一
部
、
同
所

令
和
三
年
五
月
十

一
番
の
一
部
、
二
番
及
び
三
番
の
一
部
並

び
に
羽
田
空
港
三
丁
目
一
番
の
一
部
、
三

番
一
か
ら
同
番
十
四
ま
で
、
同
番
十
五
の

一
部
及
び
五
番

三
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
一
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
二
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

同
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
同
条
例
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定

に
基
づ
き
都
営
再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令

和
三
年
六
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条
例
第
三
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

南
花
畑
四
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
２０
号
棟
）

足
立
区
南
花
畑
四
丁
目
十
一
番

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
八
戸

二
八
、
一
〇
〇
円

六
二
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
二
、
八
〇
〇
円

七
二
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

一
四
戸

三
八
、
九
〇
〇
円

八
六
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

三
八
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

四
六
、
七
〇
〇
円

一
〇
三
、
三
〇
〇
円

南
花
畑
四
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
２９
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

八
九
戸

二
八
、
一
〇
〇
円

六
二
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

八
五
戸

三
二
、
八
〇
〇
円

七
二
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
八
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

九
戸

三
九
、
〇
〇
〇
円

八
六
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

一
八
戸

三
八
、
八
〇
〇
円

八
六
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

四
六
、
七
〇
〇
円

一
〇
三
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

三
八
、
九
〇
〇
円

八
六
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
四
戸

四
六
、
七
〇
〇
円

一
〇
三
、
五
〇
〇
円



令和3年5月31日（月曜日）東 京 都 公 報（第17345号） １２

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
四
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

東
京
街
道
ア
パ
ー
ト
駐
車

場

東
大
和
市
清
原
一
丁
目

一
番
ほ
か

七
〇
二
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
五
号

平
成
十
七
年
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
四
号
（
東
京
都
エ
ネ
ル
ギ

ー
環
境
計
画
指
針
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
三

一
㈢
中
「（

７
）

」
を
「（

１０）

」
に
改
め
、
同
㈣
中

「す
る

」
を
「し

、
（
７
）
に
規
定
す
る
メ
ニ
ュ
ー
別
調
整
後
Ｃ
Ｏ

２

排
出
係
数
の
算
定
に
お
い
て
は
控
除
し
な
い

」
に
改
め
、
同
㈦
中

「調
整
後
排
出
係
数

」
を
「調

整
後
Ｃ
Ｏ

２ 排
出
係
数

」
に
、
「調

整
後
二
酸
化
炭
素
排
出
量

」
を
「調

整
後
Ｃ
Ｏ

２ 排
出
量

」
に
改
め
、

「す
る
。

」
の
次
に
「た

だ
し
、
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

」
を
加
え
、
同
㈦
ア
中
「た

だ
し
、

」
の
次
に

「調
整
後
Ｃ
Ｏ

２ 排
出
係
数
及
び
メ
ニ
ュ
ー
別
環
境
価
値
利
用
率
を

算
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

」
を
加
え
、
同
㈦
イ
中
「相

当
量

」

の
次
に
「（

た
だ
し
、
調
整
後
Ｃ
Ｏ

２ 排
出
係
数
及
び
メ
ニ
ュ
ー
別

環
境
価
値
利
用
率
を
算
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
再
エ
ネ
指
定
の

非
化
石
証
書
に
限
る
。
）

」
を
加
え
、
こ
れ
を
同
㈦
ウ
と
し
、
同
㈦

ア
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
海
外
認
証
排
出
削
減
量
（
た
だ
し
、
メ
ニ
ュ
ー
別
調
整
後

Ｃ
Ｏ

２ 排
出
係
数
を
算
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）

第
三

一
㈦
を
同
㈩
と
し
、
同
㈥
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
７
）
料
金
メ
ニ
ュ
ー
（
以
下
「
メ
ニ
ュ
ー
」
と
い
う
。
）
ご
と

の
調
整
後
Ｃ
Ｏ

２ 排
出
係
数
（
以
下
「
メ
ニ
ュ
ー
別
調
整
後
Ｃ

Ｏ
２ 排
出
係
数
」
と
い
う
。
）
（
公
表
を
希
望
す
る
場
合
に
限

る
。
）

（
８
）
メ
ニ
ュ
ー
ご
と
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
率
（
以
下

「
メ
ニ
ュ
ー
別
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
率
」
と
い
う
。
）

（
公
表
を
希
望
す
る
場
合
に
限
る
。
）

（
９
）
メ
ニ
ュ
ー
ご
と
の
環
境
価
値
利
用
率
（
以
下
「
メ
ニ
ュ
ー

別
環
境
価
値
利
用
率
」
と
い
う
。
）
（
公
表
を
希
望
す
る
場
合

に
限
る
。
）

第
三

二
㈢
中
「二

酸
化
炭
素

」
を
「Ｃ

Ｏ
２

」
に
改
め
、
第
三

二
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
８
）
メ
ニ
ュ
ー
別
調
整
後
Ｃ
Ｏ

２ 排
出
係
数
の
算
定
方
法

メ
ニ
ュ
ー
別
調
整
後
Ｃ
Ｏ

２ 排
出
係
数
は
、
メ
ニ
ュ
ー
ご

と
の
調
整
後
Ｃ
Ｏ

２ 排
出
量
を
、
メ
ニ
ュ
ー
ご
と
の
電
気
の

供
給
の
量
で
除
し
て
求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
９
）
メ
ニ
ュ
ー
別
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
率
の
算
定
方
法

メ
ニ
ュ
ー
別
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
率
は
、
メ
ニ
ュ

ー
ご
と
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
量
を
、
メ
ニ
ュ
ー
ご

と
の
電
気
の
供
給
の
量
で
除
し
て
求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
１０）

メ
ニ
ュ
ー
別
環
境
価
値
利
用
率
の
算
定
方
法

メ
ニ
ュ
ー
別
環
境
価
値
利
用
率
は
、
電
気
事
業
者
が
排
出
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量
調
整
無
効
化
し
た
環
境
価
値
量
を
、
メ
ニ
ュ
ー
ご
と
の
電

気
の
供
給
の
量
で
除
し
て
求
め
る
も
の
と
す
る
。

第
四

五
中
「を

利
用
し
た
発
電

」
を
「の

利
用

」
に
改
め
る
。

第
五

一
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
同
様
式
中
メ
ニ
ュ
ー
別
調
整
後
Ｃ
Ｏ

２ 排
出
係
数
、
メ

ニ
ュ
ー
別
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
率
及
び
メ
ニ
ュ
ー
別
環
境
価

値
利
用
率
（
以
下
「
メ
ニ
ュ
ー
別
調
整
後
Ｃ
Ｏ

２ 排
出
係
数
等
」
と

い
う
。
）
は
、
公
表
を
希
望
す
る
場
合
に
限
り
記
載
す
る
も
の
と
す

る
。

第
五

三
中
「並

び
に
調
整
後
Ｃ
Ｏ

２ 排
出
係
数

」
を
「、

調
整

後
Ｃ
Ｏ

２ 排
出
係
数
並
び
に
メ
ニ
ュ
ー
別
調
整
後
Ｃ
Ｏ

２ 排
出
係
数

（
公
表
を
希
望
す
る
場
合
に
限
る
。
）

」
に
、
「及

び
調
整
後
Ｃ
Ｏ

２

排
出
係
数

」
を
「、

調
整
後
Ｃ
Ｏ

２ 排
出
係
数
及
び
メ
ニ
ュ
ー
別
調

整
後
Ｃ
Ｏ

２ 排
出
係
数
（
公
表
を
希
望
す
る
場
合
に
限
る
。
）

」
に

改
め
る
。

第
五

四
中
「を

利
用
し
た
発
電
事
業

」
を
「の
利
用

」
に
改
め
、

「再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
率

」
の
次
に
「、
メ
ニ
ュ
ー
別
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
率
、
メ
ニ
ュ
ー
別
環
境
価
値
利
用
率

」
を
、

「報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

」
の
次
に
「た

だ
し
、
メ
ニ
ュ
ー
別
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
率
及
び
メ
ニ
ュ
ー
別
環
境
価
値
利
用
率
は
、

公
表
を
希
望
す
る
場
合
に
限
り
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

」
を
加
え

る
。第

五

六
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
６
）
メ
ニ
ュ
ー
別
調
整
後
Ｃ
Ｏ

２ 排
出
係
数
等
の
値

第
五

七
㈣
中
「（

３
）

」
を
「（

４
）

」
に
改
め
、
こ
れ
を
同

㈤
と
し
、
同
㈢
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
４
）
メ
ニ
ュ
ー
別
調
整
後
Ｃ
Ｏ

２ 排
出
係
数
等
の
算
定
に
係
る

資
料

メ
ニ
ュ
ー
別
調
整
後
Ｃ
Ｏ

２ 排
出
係
数
等
の
算
定
の
根
拠

と
な
る
資
料

別
記
第
二
号
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
六
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三
十
五
条
の
六
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定
を
し
た
の

で
、
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
関
野
商
事

代
表
取
締
役

関
野

雅
弘

二

所
在
地

昭
島
市
朝
日
町
一
丁
目
二
番
二
十
二
号

三

認
定
の
内
容

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
第
四
十

六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
認
定

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

立
川
東
大
和

二

変
更
の
区
間

東
大
和
市
芋
窪
六
丁
目
千
二
百
九
十
二
番
六
地
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内
か
ら
同
市
芋
窪
五
丁
目
千
百
五
十
八
番
九
地

内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

立
川
東
大
和

二

供
用
開
始
の
区
間

東
大
和
市
芋
窪
六
丁
目
千
二
百
九
十
二
番

六
地
内
か
ら
同
市
芋
窪
五
丁
目
千
百
五
十

八
番
九
地
内
ま
で

三

供
用
開
始
の
期
日

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

立
川
東
大
和

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

東
大
和
市
芋
窪
六
丁
目
千
二
百
九
十
二
番
六
地
内
か
ら
同
市
芋

窪
五
丁
目
千
百
五
十
八
番
九
地
内
ま
で

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
三
年
六
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

園

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
高
井
戸
公
園

別
図
⑴
の
と
お
り

令
和
三
年
六
月
一

日

東
京
都
立
舎
人
公
園

別
図
⑵
の
と
お
り

同
日

東
京
都
立
東
大
和
公
園

別
図
⑶
の
と
お
り

同
日

東
京
都
立
野
山
北
・
六
道

山
公
園

別
図
⑷
の
と
お
り

同
日
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公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

武
蔵
村
山
市
残
堀
五
丁
目
三
十
五

番
一
、
同
番
三
か
ら
同
番
五
ま
で
、

三
十
六
番
一
の
一
部
、
同
番
二
、

同
番
三
、
三
十
七
番
二
及
び
同
番

三

武
蔵
村
山
市
伊
奈
平
五
丁
目
一

番
地
の
三

株
式
会
社
大
岸
ホ
ー
ム

代
表
取
締
役

豊
泉

俊

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

国
立
市
西
二
丁
目
十
七
番
二
十
二

愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
東
桜
一

丁
目
十
三
番
三
号

株
式
会
社
ア
ー
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー

代
表
取
締
役

梢

政
樹

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

小
平
市
花
小
金
井
五
丁
目
五
百
六

十
番
九
、
同
番
十
二
、
五
百
六
十

四
番
一
、
五
百
六
十
五
番
一
、
五

百
六
十
六
番
一
及
び
五
百
八
十
四

番
十
九

小
平
市
鈴
木
町
一
丁
目
四
百
七

十
二
番
地
四
十

誠
賀
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
賀
美

誠

調
布
市
深
大
寺
北
町
六
丁
目
一
番

九
の
一
部
、
同
番
十
七
、
同
番
十

九
か
ら
同
番
二
十
二
ま
で
及
び
同

番
二
十
四

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

代
表
取
締
役

佐
藤

千
尋

清
瀬
市
中
清
戸
四
丁
目
千
百
四
十

七
番
、
同
番
地
先
、
千
百
四
十
八

番
か
ら
千
百
五
十
三
番
ま
で
、
千

百
六
十
二
番
、
千
百
六
十
三
番
七
、

千
百
六
十
四
番
二
、
同
番
三
、
千

百
六
十
五
番
及
び
千
百
六
十
六
番

埼
玉
県
所
沢
市
小
手
指
町
一
丁

目
一
番
地
四

株
式
会
社
住
協

代
表
取
締
役

安
永

久
人

東
京
都
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
等

に
つ
い
て

労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
２１年

勅
令
第
４７８号

）
第
４
条

の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
、

閲
歴
等
を
下
記
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
３
年
５
月
３１日

東
京
都
労
働
委
員
会

会
長

金
井

康
雄



令和3年5月31日（月曜日）東 京 都 公 報（第17345号） ２０



（第17345号）東 京 都 公 報令和3年5月31日（月曜日）２１



令和3年5月31日（月曜日）東 京 都 公 報（第17345号） ２２

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

七
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


